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はじめに 

■ 指定避難所運営マニュアルについて 

指定避難所運営マニュアルは、指定避難所ごとに区役所、災害対策委

員、地域の皆さま及び施設管理者などの合意のもと、あらかじめ管理運

営について必要事項を定めておくことで、災害発生時にすばやく指定避

難所を開設し、避難者を受け入れるとともに、災害救助地区本部との連

携を図りながら円滑に指定避難所を運営（以下「避難所運営」という。）

することを目的に作成された手引き書です。 

 
今回の改正は、平成３０年１月の前回改正以降に発生した災害の教訓

を踏まえ、避難所等に整備されてきた物資・資機材やその運用等につい

て記載するとともに、令和２年度に策定した、新型コロナウィルス感染

症対策編について、国等の最新の動向等を反映し本編に編入するなどの

変更加えたものです。 
 
本マニュアルは、７つの章で構成されています。第１章から第５章は、

指定避難所の開設からその後の運営について、本マニュアルを参考にし

ながら効率的に行うことができるよう、手順や様式などが記載されてい

ます。 
第６章は、これまでの被災地支援から得られた教訓を、第７章には用

語の解説を掲げました。ご参照ください。 
また、避難所ごとに区役所、災害対策委員はじめ地域の皆さま及び施

設管理者間であらかじめ決めておいた方がよい事柄は、事前準備編とし

てあります。 
 
名古屋市では、平成２６年度より、この指定避難所運営マニュアルに

もとづいた指定避難所開設・運営訓練を地域の皆さまに行っていただい

ていますが、日頃からこうした訓練などの機会を通じて、地域で決めて

おいた運営方法を実践し、実際の災害時に役立つようにしておきましょ

う。 
 
 
 
 

＜改正履歴＞ 

平成 ９年   作成   令和 5年１０月改正 

平成１２年   改正    

       平成１８年   改正  

         平成２５年２月 改正 

平成３０年１月 改正 

令和 ５年４月 改正 
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■ 指定避難所の運営における理念 

名古屋市では、自分で自分や家族を守るという「自助」、市民や事業者が助け

合って地域を守るという「共助」、行政が市民や事業者の活動を支援し、それら

の者の安全を確保するという「公助」の理念を名古屋市防災条例で定めており、

この理念を念頭に置き、市民、事業者及び市が協働して、安全で安心して暮らせ

る災害に強いまちづくりを進めていくことを目標としています。 
指定避難所の運営においても、「自助」、「共助」及び「公助」の理念のもと

避難者の中から、リーダー（以下「代表管理者」という。）を選任し、代表管理

者のもと、「市職員」及び「施設管理者」の支援によって、自主運営をすること

が求められます。 
指定避難所では、大勢の人がともに生活しなければなりません。不自由な生活

を少しでも良くするために、皆さまで協力することが必要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

■ 避難所運営の心得 

１ 必要なルールを定め、指定避難所の運営や問題解決に努めましょう。 
２ 代表管理者を中心に、各自が役割を分担し、自分でできる範囲で 

積極的に協力しましょう。 
３ 指定避難所で必要なものは、自分たちで事前に用意しておきましょう。 
４ 集団生活を意識して、他の避難者の迷惑になることはしないように 

しましょう。 

＜避難所運営の基本的な考え方＞ 

① 避難所は、避難者による「自主運営」となります。 

 

②全員で協力し、お互いに助け合いながら、避難所運営に

取り組みます。 

 

③要配慮者への配慮や男女平等参画の視点を取り入れた

避難所づくりに取り組みます。 

※ここで、「避難所」とあるのは、「指定避難所」のことを指します。 
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■ 指定緊急避難場所と指定避難所について 

  東日本大震災では、避難所に逃げたものの、その施設に津波が

襲来し、命を落とされた方々が多数いらっしゃいました。この教

訓を踏まえ、命を守るために緊急避難する場所（指定緊急避難場

所）と、災害のおそれが去ったあと避難生活を送る避難所（指定

避難所）を分けて指定することとしました。お住まいの地域の指

定緊急避難場所と指定避難所をなごやハザードマップ防災ガイド

ブックや市公式ウェブサイト、名古屋市防災アプリ等などで確認

しておきましょう。 

  

（令和４年６月発行） 

○○ 
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指定緊急避難場所 
  命を守るため、災害の危険からまずは逃げるための場所。災害

の種類ごとに避難できる場所が異なります。 

 

災害の種類 指定緊急避難場所 被害が想定される区 

洪水・ 

内水氾濫 

洪水・内水氾濫の想定浸水深

以上にある小・中学校の教室

など 

全ての区 

高 潮 

洪水・内水氾濫、高潮の想定

浸水深以上にある小・中学校

の教室など 

北・西・中村・中・ 

昭和・瑞穂・熱田・ 

中川・港・南・緑・ 

天白区の一部 

土砂災害 
土砂災害（特別）警戒区域に

ない小・中学校の教室など 

千種・昭和・瑞穂・南・

守山・緑・名東・天白

区の一部 

津 波 
津波避難ビル 
（民間建物、市立小・中学校の

２階以上の教室など） 

中川・港区の全域 

中村・瑞穂・熱田・南・

緑区の一部 

地震の揺れ 

・ 市立小・中学校及び一部の

高等学校などのグラウンド 

・ 広域避難場所(指定された公園など) 

・ 一時避難場所(指定された公園など) 

全ての区 

大規模な 

火事 
広域避難場所(指定された公園など) 全ての区 

 

指定避難所   
災害のおそれがなくなった（軽減した）後、自宅が被災して帰宅

できない場合に一定期間、避難生活を送るための施設（市立小・中・

高等学校の体育館、コミュニティセンターなど）。 

また、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場

合には、指定避難所の一部が事前避難先として開設されます。 

 以下、本マニュアルでは、「指定避難所」を「避難所」と、 

「指定緊急避難場所」を「緊急避難場所」と表記します。 
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自分と家族の身の安全を確保（自助） 
        

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
  

１
章
の
範
囲
（
避
難
行
動
と
避
難
所
の
管
理
・
運
営
の
概
要
） 

災害発生 

あるいは 

発生のおそれ 

緊急避難を必要
とする場合 

緊急避難を必要
としない場合 

避難所又は親戚・知人宅等へ 
自宅で生活 

（在宅避難） 

避難情報の発令・呼びかけ 

緊急避難場所 
又は親戚・知人宅等へ 

自宅が被災して 

帰宅できない 自宅で生活可能 

 災害発生時のフローチャート 

避難情報・気象警報の解除など 

災害のおそれがなくなる 

＜自宅は危険＞ ＜自宅は安全＞ 

地域での助け合い・自主防災活動（共助） 
※津波など災害の危険が目前に迫っている場合は、自分

の命を守ることを第一に！ 

自宅にとどまる
ことも可能 



- 11 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い
い
え 

は
い 

（参考）南海トラフ地震臨時情報発表時のフローチャート 

自宅は事前避難対象地域内か 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒） 

地震発生後、最短 2 時間で発表 

★避難情報の発令・呼びかけがされている場合は、災害

発生時のフローチャートに従い、避難情報が解除された

のちに以下のフローチャートに従って行動します。 

親戚・知人宅等 
もしくは 

事前避難先へ 

後発地震に備えつつ、 
日常生活を送る 

※南海トラフ地震臨時情報の概要や事前避難先の開設・運営について

は、資料２０を参照してください。 
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避難所開設・運営の流れ 

災害発生当日  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

      
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

□避難者の受付 

□避難者の誘導 

□避難所の開錠 

□避難所施設の安全確認 

□施設内使用場所の確保 

□代表管理者の選任・管理組織の確立 

□居住スペースなどのレイアウト作り 

□受付の設置 

避難所開設準備 
P41～P43，P63～P72 

たくさんの避難者が避難所に来

て、中に入ろうと待っています。 

避難所開設 
P42～P43，P73～P75 

 

避難者が受付に殺到します。 

スムーズに受付して居住スペース

に割り振りましょう 

【総務班】 

 

避難者名簿の 

作成・管理、 

災害救助地区 

本部との連絡・

調整、情報の 

収集や伝達な

ど、全体をと 

りまとめる 

【救護班】 

 

要配慮者や傷

病者への対応

や、避難者の

健康管理に関

することを担

当する 

 

【食料班】 

 

食料や飲料水

の避難者への

配布や在庫管

理、必要な食

料の要請を担

当する 

【施設班】 

 

施設の管理や

災害用トイレ

などの資機材

の設置、衛生

対策に関する

ことを担当す

る 

【物資班】 

 

物資の避難者

への配布や在

庫管理、必要

な物資の要請

を担当する 

各班の活動へ 
 P44～P59，P76～P136 

代表管理者の指揮のもと、避難所

運営を進めていきましょう 

２
章
の
範
囲
（
避
難
所
運
営
チ
ェ
ッ
ク
表
・
避
難
所
運
営
シ
ー
ト
） 


